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１　本県における民間資金活用の必要性と理由

　（１）　本県を取り巻く環境

　　（ア）　少子・高齢化社会や新しい県民ニーズへの対応
　　　　　　　・「かながわ新総合計画２１」の着実な推進

　　（イ）　行政改革の推進（小さな政府が求められている）

　　　　　　　・公共と民間との新たな役割分担の形成の要請

　　（ウ）　県の厳しい財政状況への対応

　　　　　　　・行財政改革における「３つの１０％目標」の１つである「県債の新規

　　　　　　　　発行額を一般財源の１０％以内に抑制」の達成

　　　　　　　・起債による施設整備の見直し、施設整備への民間の資金、

　　　　　　　　ノウハウの活用

　　　　　　※自治体のみでは県民ニーズに応じたすべての課題を解決することは困難

　　　　　　※民間に委ねられるものは、積極的に民間事業者にお願いする



　（２）　解決のための手法

　　（ア）　リース（神奈川）方式の検討

　　（イ）　ＰＦＩ手法の活用

　　　　　※景気が安定し回復したとしても、ＰＦＩの考え方は、今日及び将来の潮流で

　　　　　　ある。



２　ＰＦＩの先駆けとしてのリース（神奈川）方式

　　の活用

　（１）　リース（神奈川）方式はＰＦＩの先駆け（県独自の検討）

　（２）　リース（神奈川）方式の類型

　　　ア　賃貸借方式

　　　イ　割賦方式

　　　　※施設の維持管理も行わせる場合は、メンテナンス・リース契約の締結による。

　（３）　リース（神奈川）方式を活用する効果

　　　ア　一時的支出の抑制、支出額の平準化

　　　イ　コストや工期の縮減

　　　ウ　施設のライフサイクルコストの低減

　　　　※ＰＦＩと同様のメリットが得られる。



　（４）　リース（神奈川）方式とＰＦＩの相違

　　　ア　リース（神奈川）方式は、ＰＦＩと同様の理念に基づくもの

　　　イ　両方式の相違

　　　　　　・ＰＦＩは、ＰＦＩ法の手続きを踏んだもの（ＰＦＩ法による支援措置あり）

　　　　　　・リース（神奈川）方式は、ＰＦＩ法の手続きによらずに、民間の資金や

　　　　　　　技術、ノウハウを活用する手法

　　　ウ　両方式の使い分け

　　　　　　・事業ごとに、どちらの方式を採用した方が事業を円滑に推進できる

　　　　　　　かという観点から、両方式の使い分けを決していく。

　　　　　　　※　ＰＦＩ法成立前において、リース（神奈川）方式で整備を図ることが方向付けられて

　　　　　　　　いた、県立保健福祉大学（仮称）、衛生研究所及び近代美術館新館（仮称）の３施設
　　　　　　　　については、ＰＦＩ法成立を受け、ＰＦＩ法の手法に乗せることとした。



３　ＰＦＩの活用についての考え方
　（１）　対応

　　　ア　国の基本方針やガイドラインを参考としながら、神奈川県が実施したＰＦＩ事業の経験を

　　　　　踏まえ、全庁的な共通の理解を図るため、ＰＦＩ活用にあたっての県の考え方や手順を盛

　　　　　り込んだ「神奈川県におけるＰＦＩの活用指針」を策定したところであり、この指針に基づ

　　　　　きＰＦＩ事業を推進していく。

　　　イ　事業を発案した部局において、次の（２）の視点を基にＰＦＩの可能性を検討。その後、

　　　　　「県有地・県有施設利用調整会議」においてＰＦＩ方式がよいか従来方式がよいかの検討

　　　　　を行った上で、同会議においてＰＦＩによることが方向付けられた事業についてバリュー・

　　　　　フォー・マネー（ＶＦＭ）の検討を行う。

　　　ウ　リース・ＰＦＩの限度額としては、今後５年間で、施設整備に係る残高として、

　　　　　概ね１，０００～１，５００億円を予定

　　　エ　比較的導入しやすい「庁舎ＰＦＩ」から取組みを開始したが、ソフト事業におけるＰＦＩの活

　　　　　用の導入も図るべく検討を重ねる。

　　　オ　民間事業者の提案があれば積極的に活用する。



（２）　ＰＦＩ事業にあたっての視点（判断基準）

　　・ＰＦＩを導入しやすい事業として、以下の９点を判断基準としている。

　　　①　プロジェクトの領域が明確なもの

　　　②　運営収入が見込める事業であるもの

　　　③　業績（アウトプット）の計測が容易なもの

　　　④　建設段階よりも運営段階の比重が高いもの

　　　⑤　設計段階から民間事業者の創意工夫が可能なもの

　　　⑥　民間事業者が資産を取得した場合に、他の用途に転用可能なもの

　　　⑦　民間事業者の実施に当たり、適切にリスクをコントロール可能なもの

　　　⑧　事業環境の変動が著しいもの

　　　⑨　県が直接実施した場合に、財政上の負担が大きいもの

　　・こうした要素が多いほど、ＰＦＩ事業に適した事業であると考えている。
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５　神奈川県の取組み状況
（１）　県立保健福祉大学



　　　ア　目的

　　　　　　高齢化社会で求められている保健・福祉・医療の総合的な能力を有する人材を

　　　　育成するため、複数の資格取得が可能な教育や専門分野間の枠を超えた教育を

　　　　目指す目的で、４年制の大学を整備する。

　　　イ　施設の概要

　　　　①　建設予定地　横須賀市平成町１丁目10番１ほか１筆

　　　　②　敷地面積　　　３７，８２１．７９㎡

　　　　③　建築概要　　　延床面積４１，８６２．２８㎡以下

　　　　④　その他

　　　　　　（ア）開学時期　平成１５年４月１日

　　　　　　（イ）学部・学科の基本構成及び入学定員

　　　　　　　　１学部（保健福祉学部）４学科・220人（看護学科80人・栄養学科40人・

　　　　　　　　社会福祉学科60人・リハビリテーション学科40人）

　　　　　　　　　※　教職員及び学生で最大約１，２００人規模



　　ウ　事業期間

　　　　①　設計・建設期間　　　　　　　　　　　契約日～平成１５年１月

　　　　②　引渡及び所有権移転の期限　　　平成１５年１月３１日

　　　　③　維持管理期間　　　　　　　　　　　　引　渡　日　～平成４５年３月

　　　　　

　　エ　ＰＦＩ業務の範囲

　　　　　　校舎及び附帯施設に関する次の業務

　　　　①　設計業務

　　　　②　建設業務（グランドの造成等を含む）

　　　　③　校舎及び附帯施設の３０年間の割賦販売業務

　　　　④　校舎及び附帯施設の維持管理業務

　　　　　　（ア）建物保守管理（機能維持のための修繕を含む）

　　　　　　（イ）設備保守管理（機能維持のための修繕を含む）

　　　　　　（ウ）清掃業務

　　　　　　（エ）保安警備業務

　　　　　　（オ）環境衛生管理業務

　　　　　　（カ）植栽処理業務

　　



　　オ　事業者の選定

　　①　公募型プロポーザル方式による事業者の募集に７企業グループの応

　　　募があり、審査委員会における審査の結果、㈱大林組のグループを優

　　　秀提案者に選定

　　②　㈱大林組が設立したＳＰＣのエスピーシー・ピーエフアイ神奈川一

　　　㈱と基本契約を締結

　　　　　　



（２）衛生研究所



　　　ア　目的

　　　　 新しい感染症、残留農薬などによる健康被害の防止や、県民の健康維持・
　　　 増進と生活の質の向上をめざした保健サービスの強化が求められていること
　　　 から、現在横浜市内にある衛生研究所の老朽化に伴い、同所の施設整備と機
　　　 能の充実強化を図り、地域保健に関する科学的・技術的中核施設とするため、
　　　 茅ケ崎市内の県有地に移転、整備する。

　　　イ　施設の概要
　　　 　①　建設予定地　茅ヶ崎市下町屋１丁目５４７番１ほか
　　　 　②　敷地面積　　２０，２４２．７４㎡
　　　 　③　建築概要（新棟：実験棟）
　　　　　　　構造・規模　鉄筋コンクリート造（免震構造）地上３階建
　　　　　　　延床面積　　８，８９７㎡

④　その他
　　　　　　　移転先の既存棟（ＳＲＣ造７階建８，３９１㎡）の一部を改修し、

研究事務室、管理事務室、共同研究事務室、防災備蓄倉庫などを配置。
　　　　　 新規整備は実験棟のみ。

　　ウ　事業期間
　　　① 建設期間　　　工事開始の日～平成１５年３月
　　　　　②　引渡期限　　　　 平成１５年４月１日
　　　　　③　維持管理期間 引渡日～平成４５年３月



エ　手法

　①　ＢＯＴ方式により整備

　②　事業形態は、サービス購入型

　③　研究員の意見を設計に反映させるため、県で実施設計まで実施していることから、ＰＦＩ事　

　　業者から維持管理費の低減や機能向上をねらいとしたＶＥ提案を求める

　④　ＶＦＭの検証の結果、特定事業に選定（12年６月23日）

　⑤　検査・研究業務は県、施設整備、維持管理、修繕のほか、研究支援業務（実験動物飼育

　　 業務、検体運搬業務、実験器具洗浄業務など）はＰＦＩ事業者に委ねる

　⑥　選定方法は、総合評価一般競争入札方式を採用

オ　事業者の選定

　①　総合評価一般競争入札に６企業グループの参加があり、事前に公表した落札者決定基準

　　に従い、審査委員会で審査した結果、三菱商事グループを落札者に選定

　②　三菱商事グループが設立したＳＰＣの㈲ピー・エフ・アイ・エム・シーワンと契約を締結



（３）近代美術館葉山館（新館）



　　ア　目的

近代美術館本館(現在地：鎌倉市）は老朽化が進み、現代の美術館として機能面

　　 での不足をきたしていることから、本館と連携可能な三浦郡葉山町内の県有地に、

　　 展示・収蔵機能を充実させた、生涯学習時代にふさわしい機能を備えた美術館を　

　　 整備する。

　　イ　施設の概要

　　　　①　建設予定地　三浦郡葉山町一色三ヶ岡2,208―1

　　　　②　敷地面積　　 15,398.26㎡

　　　　③　建築概要

　　　　　　　構造・規模　 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上２階地下２階建
　　　　　　　延床面積　 7,111.51㎡

　　ウ　事業期間
　　　　①　建設期間　　　　工事開始の日～平成15年３月
　　　　②　引渡期限　　　　平成15年４月１日
　　　　③　維持管理期間　引渡日～平成45年３月



エ　手法

①　ＢＯＴ方式により整備

②　事業形態は、サービス購入型（レストラン、ミュージアムショップ、駐車場は独立採算型）

③　学芸員の意見を設計に反映させるため、県で実施設計まで実施していることから、ＰＦＩ事

　　　業者から維持管理費の低減や機能向上をねらいとしたＶＥ提案を求める。

④　ＶＦＭの検証の結果、特定事業に選定(平成12年９月18日)

⑤　展覧会の企画・開催、作品の収集・保管などの業務は県、施設整備（バスベイ、歩道整備

　　　を含む）、維持管理、修繕の他、美術館支援業務（レストランやミュージアムショップ、駐車場

の運営、美術情報システムの整備・運用支援）、備品等整備業務（葉山館（新館）備品整

　　 備、・美術作品等移転、葉山館（新館）サイン作成）はＰＦＩ事業者に委ねる。

　 なお、鎌倉館（本館及び別館）の維持管理業務（修繕は除く）もＰＦＩ事業としてＰＦＩ事業者

に委ねる。

⑥選定方法は、総合評価一般競争入札方式を採用

オ　事業者の選定

　　総合評価一般競争入札に７企業グループの参加があり、事前に公表した落札者決定基準　

　に従い、「神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会」で審査した結果、伊藤忠商事美術館ＰＦＩグルー　　

　プを落札者に選定



（４） 海洋総合文化ゾーン
ア　目的
　　県立湘南海岸公園の再整備に当たり、東部地区を「海洋文化や海洋環境の重要性を次世
代に伝える水族館を中心とした海洋文化活動の拠点」とする海洋総合文化ゾーンとするため、
民間の能力を活用して新水族館及び体験学習施設の整備を行うとともに既存のマリンランド
や海の動物園の施設を有効活用し、４施設の一体的運営を図る。

イ　施設の概要

　①　建設予定地　藤沢市片瀬海岸２丁目、３丁目地内の県立湘南海岸公園内

　②　建築概要

　　　・　新水族館、マリンランド、海の動物園

　　　　　建築面積　６，６１４．２７㎡　　　延床面積　１２，８１１．２７㎡

　　　・　体験学習施設　

　　　　　建築面積　４２５．２３㎡　　　　　延床面積　１，０１１．８３㎡

ウ　事業期間
　　　　　　平成１３年度から平成４５年度の３３年間（開業予定日：平成16年４月21日）



（５） 寒川浄水場排水処理施設
ア　目的
　　老朽化が進んでいる寒川浄水場排水処理施設における脱水施設について、循環型社会の
実現が求められている状況を踏まえ、旧第１浄水場跡地に脱水ケーキの減量化と多面的な再
生利用が可能となる新たな脱水施設を整備し、既存の濃縮施設と会わせた維持管理・運営を
行う。

イ　施設の概要

　①　建設予定地　高座郡寒川町宮山４０５８番６他

　②　建築概要

　　　・　新設施設の敷地面積（建設用地）　約１１，０００㎡

　　　・　濃縮施設の敷地面積　　　　　　　　約１２，０００㎡　

ウ　事業期間

　　　・　新設施設等の設計建設　　　　　　　　 平成１５年１２月～平成１８年３月３１日
　　　・　許認可等の取得　　　　　　　　　　　　　平成１５年１２月～平成１８年３月３１日
　　　・　新設施設等の引渡し・所有権移転　　平成１８年４月１日
　　　・　維持管理・運営　　　　　　　　　　　　　　平成１８年４月１日～平成３８年３月３１日



エ　手法
　①　新設施設についてはＢＴＯ方式。濃縮施設については、事業者が必要な改造を行った上
　　で、新設施設と合わせて維持管理・運営期間を通じて維持管理・運営を行う。
　②　事業形態は、サービス購入型
　③　ＶＦＭの検証の結果、特定事業に選定（平成14年11月21日）
　④　ＰＦＩ事業者に委ねる事業の範囲
　　・　新設施設の整備業務等
　　・　新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営
　　・　脱水ケーキの再生利用
　　・　上澄水の返送
　⑤　事業者の選定方法は、総合評価一般競争入札方式を採用
　



６　具体の実施事例（海洋総合文化ゾーン）
１　事業スキーム

　（１）ＰＦＩ事業の範囲

　　ａ．水族館

　　①　動物・標本類の取得業務

　　②　施設整備に係る設計及び関連業務

　　③　都市公園法及び神奈川県都市公園条例上の許認可に係る手続業務及び関連業務

　　④　建築確認等の手続業務及び関連業務

　　⑤　施設整備に係る建設工事及び関連業務

　　⑥　工事監理業務

　　⑦　水槽等の設置工事及び関連業務

　　⑧　維持管理業務
　　　（清掃業務、建築物保守管理、建築設備保守管理、警備、水槽等の展示品の保守管理）
　　⑨　運営業務
　　　（主として魚類等の小型生物の飼育・展示、展示の更新、地域や関係研究機関と連携し
　　　た海洋生態系の調査・研究、環境学習の支援、種の保全・育成、体験学習の運営支援）



　　ｂ．マリンランド・海の動物園
　　①　施設等の取得業務
　　②　都市公園法及び神奈川県都市公園条例上の許認可に係る手続業務及び関連業務
　　③　維持管理業務
　　　　（清掃、建築物保守管理、建築設備保守管理、警備、水槽及びプール等の保守管理）
　　④　運営業務
　　　　（大型・中型生物の飼育・展示、展示の更新、環境学習の支援、種の保全・育成、アトラ
　　　　クション等の運営）

　　ｃ．体験学習施設
　　①　施設整備に係る設計及び関連業務
　　②　建築確認等の手続業務及び関連業務
　　③　施設整備に係る建設工事及び関連業務
　　④　装置等の展示品の製作、設置工事及び関連業務
　　⑤　工事監理業務
　　⑥　建物及び設備の県への所有権移転に関する業務
　　⑦　割賦販売業務
　　⑧　備品・展示品の調達に関する業務
　　⑨　維持監理業務
　　　　（清掃、建築物保守管理、建築設備保守管理、備品・展示品等の保守管理、警備）
　　⑩　運営業務
　　　　（展示品・展示装置等の展示及び更新、学習・調査・研究の支援に関して必要な業務、
　　　　情報提供業務）



　ｄ．施設増改築等業務
　　　※施設の老朽化や利用者ニーズの変化に応じた各施設の機能の統合、展示・飼育
　　　　の充実強化等のために、県の同意を得た上で施設の増改築、取り壊し等が可能
　
　ｅ．付帯業務
　　　※公園利用者の利便性向上を図るため、体験学習施設を除く３施設において、施設
　　　　の機能を損なわない範囲内で飲食店及び売店を設置できる
（２）事業方式
　ａ．水族館：ＢＯＯ方式
　　　　設計・建設するとともに、㈱江ノ島水族館の所有する既存の水族館の動物・標本類
　　　を取得し、維持管理・運営を行う。
　ｂ．マリンランド・海の動物園
　　　　マリンランド、海の動物園及び動物・標本類を㈱江ノ島水族館から取得し、維持管
　　　理・運営を行う。
　ｃ．体験学習施設：ＢＴＯ方式
　　　　設計・建設し、所有権を県に移転する。その後、維持管理・運営を行う。

（３）ＰＦＩ事業の形態
　　　　　水族館・マリンランド・海の動物園：独立採算型
　　　　　体験学習施設：サービス購入型



(4) 基本スキーム(イメージ)

金融機関 江ノ島水族館

直接協定 融資

マリンランド、海の動物園、動物・標本類の売却

県 ＳＰＣ

特定事業契約

出資

契約保証金

（体験学習施設に係る提案額に

消費税相当分を加えた額の10分の１）

または

・契約保証金相当額の証券等の差し入れ

・グループ代表企業及び株主による保証書の差し入れ

・履行保証保険（独立採算部分を除く一切の債務につい て

県が合理的に満足する内容のもの） ※応募グループは水族館の運営能力を有して

いなければならない。

[応募グループ］※１社での応募も可

○グループ代表企業（必ず出資）

○建設企業、設計企業（一企業が兼ねる

ことも可）

○その他グループ構成員（構成員全員の

出資は要しない）

○その他グループ構成員以外の者



２ アドバイジング体制

神 奈 川 県

ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱

ファイナンシャル・アドバイザー テクニカル・アドバイザーﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱㈱日本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ 三井安田法律事務所

３　事業者選定方式
　　公募型プロポーザル方式（本事業はＷＴＯ政府調達協定の対象外事業である）

４　事業スケジュール
　・ＰＦＩ法に定められている手続
・公募型プロポーザル方式の手続
　　以上２つの手続を含むスケジュールを設定



５ 県の支払いの構造

構 成 要 素 業 務 内 容 説 明

左記の各業務にかかる費用、建・設計及び関連業務

設に伴う各種負担金、契約にか・建築確認等の手続業務及び関連業

かる費用、その他事業に伴う費務

用及びこれらにかかる支払い利・建設工事及び関連業務

息（建設工事費、電気設備工事費、衛

体験学習施設の整備に 生設備工事費、空調設備工事費、サ

係る費用 昇降機設備工事費、屋外設備工事

費、共通費等）｜

・工事を伴う（建物と一体の）展示

品及び備品の製作・設置及び関連ビ

業務

・工事監理業務ス

・県への所有権移転業務

左記の各業務に係る費用、保の 日常的な維持 ・清掃 ・保守管理 ・警備

険料及び光熱水費管理・運営費 ・日常修繕

維持管 ・展示品・展示装置等の展示対

理・運営 ・学習・調査・研究支援

に係る費 ・情報提供業務価

用 ・工事を伴わない（建物と一体でない）

展示品及び備品の購入・更新

大規模修繕費 ・大規模修繕 左記の各業務に係る費用

及び工事を伴 ・工事を伴う（建物と一体の）展示品及

う展示更新費 び備品の更新



水族館の建設に要する費用の

15％以内で、５億円を上限と

する額について、支援金を支

払う水族館への支援金

支援金は平成15年５月末と平

成16年５月末の２回に分けて

支払う

※サービス対価及び事業者の支払請求権は一体不可分として取り扱う
※「体験学習施設の整備に係る費用」については、金利変動に対応するため10年ごとに改
　定（6カ月LIBORベース10年物(円－円)金利スワップレート）
※「維持管理・運営に係る費用」のうち「日常的な維持管理・運営費」については、1年ご
　とに物価変動を勘案して、「大規模修繕費及び工事を伴う展示更新費」については、平
　成13年度から当該支払時期の前年度までの物価変動を勘案して改定（日本銀行の「企業
　向けサービス価格指数」など業務ごとに設定した指標に基づき改定）

・サービスの対価の支払方法
　「体験学習施設の整備に係る費用」及び「日常的な維持管理・運営費」については、
　平成１６年１０月を第１回として毎年４月末及び１０月末の年２回払いによる合計６０
　回の分割払いとする。
　「大規模修繕費及び工事を伴う展示更新費」については、事業者の提案に基づいて
　支払時期及び金額を事業契約に定めて支払う。
・サービスの対価の減額等
　県は、モニタリングを行い、事業契約で定められた性能が維持されていない場合は、
　サービスの対価の減額等を行う。



６　事業実施手順
　①　神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会の設置（審査会要綱に従って設置）
　　構成

　　　 (a)  常任委員（学識経験者２名及び県職員２名）
　　　 (b)  事案に応じて選任する委員（学識経験者３名、藤沢市関係者１名、県職員１名）

②実施方針等の公表
ａ　実施方針
ｂ　業務要求水準書（案）

（例）
　事業全体の施設計画に関する要求水準
○　水族館及び体験学習施設は一体性のある近接別棟構造とし、いずれも躯体を鉄
　筋コンクリートで建設する。
○　建築面積は、体験学習施設８００㎡以下、水族館２，３００㎡以下とする。
　（建築面積は、建築基準法施行令第２条第１項第２号の定めにより算定する。）
　体験学習施設の運営業務に係る要求水準
○　開館中は、主に小中学生程度を対象とした指導能力ある人材を常駐させるとと
　もに、維持管理及び運営に必要な人員を適宜配置する。
○　なぎさの役割・機能について、展示及び指導員等の助言により来訪者の理解を
　促進する。
○　各種学習プログラムの企画等を行うことにより、体験学習施設の利用を主体と
　した市民の環境学習、生涯学習、研究活動を積極的・効果的に支援する。
○体験学習施設の開館日は、水族館の開館日と同一とする。



③　実施方針等に対する質問回答

　　実施方針等の公表に伴い、実施方針等（実施方針、要求水準書(案)）に対する質問につい
　て回答を実施
　　回答はインターネットに載せて公表するとともに閲覧対応を実施

　［実施方針等質問回答件数］
　　　・　実施方針に対する質問　　　　　　　　　 ５３
　　　・　業務要求水準書（案）に対する質問　　１２
　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　 ６５

［実施方針に対する質問回答の例］
・　①水族館における業務範囲　ケ）運営業務　地域や関係研究機関と連携した調　査・研
究業務について、現状での具体的な調査・研究方針や体制等をお示しいた　だきたい（主
な研究テーマや現状の研究　員配置数など）。
　⇒　水族館における調査・研究業務に関し、具体的な方針や体制等の要求事項は　　あ
りませんので、事業の目的及び水族館の機能・役割を踏まえ、自由に提案し　　てください。
・　維持管理・運営期間は平成16年７月から30年間と予定されているが、設計・建　設期間
が予定より早く終了した場合、維持管理・運営期間はそれに準じてスライ　ドすると考えて
よいか。
　⇒　平成16年７月の開館時期を平成16年４月まで早める提案は可能ですが、いず　　れ
の場合も終了時期は平成46年３月末までとなります。



④　債務負担行為の設定（債務負担行為設定額：3,382百万円）

　　平成１３年２月県議会定例会において設定
　　　※債務負担行為の設定額については、ＰＦＩ事業のＬＣＣ(現在価値に割り戻
　　　　す前の額)に基づき設定

⑤　特定事業の選定（ＶＦＭの算定）

　 ・　コスト算出(定量的評価)

　　　県が直接実施した場合のコスト（ＰＳＣ）とＰＦＩで実施した場合の県の負担す

　　るコスト(ＰＦＩ事業のＬＣＣ：民間事業者の収支が成り立つことが前提)との比　

　　較

　　　※　水族館・マリンランド・海の動物園は独立採算による運営を行うため、　

　　　　体験学習施設についてのみ定量的評価を実施



　・　リスク分担の調整（定量的評価）

　　［民間へ移転されるリスクの洗い出しの検討・価格への換算］

　　　※　県が直接実施した場合の県のリスク及びＰＦＩで実施した場合の民間のリスクの

　　　　全てを評価するのではなく、ＰＦＩを実施することにより、県から民間へ移転されるリ

　　　　スクのみを評価

　 ・ＰＦＩ方式で事業を実施した場合の便益に対しての定性的評価

　 ・　総合的評価(ＶＦＭの評価)

・　定量的評価：511百万円
（ＰＳＣ：2,175百万円（リスク調整額を含む）、ＰＦＩ事業のＬＣＣ：1,664百万円）



⑥　意見招請

　　実施方針について　　　　　　　４０

　　業務要求水準書について　　　５

　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　４５

⑦　提案募集要項等公表

　ａ　提案募集要項
　　　実施方針との整合、法律的な問題の有無のチェックが必要（ﾘｰｶﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
　　を活用）
　ｂ　事業者選定基準（資料３－４参照）
　　　神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会による検討・作成により評価項目、配点を
　　設定
　　　定量化審査における総合得点が60点未満の場合は選定しないものとした。
ｃ　条件規定書
建設、資金調達、維持管理等にわたる多面的な性格を有する。

　　 本来、「条件規定書」は契約書の骨子を指すが、契約書の素案の状態まで内
　　容を盛り込んで公表した。



［条件規定書の構成］

第１章　　用語の定義（第１）　　　　　　　　　第５章　　保証（第52～第54）
第２章　　総則（第２～第５）　　　　　　　　　第６章　　法令変更（第55～第57）
第３章　　設計及び建設　　　　　　　　　　　　第７章　　契約期間及び契約の終了
　第１節　総則（第６～第17）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第58～第64）
　第２節　水族館（第18～第26）　　　　　　　 第８章　　表明及び誓約（第65～第66）
　第３節　「体験学習施設」（第27～第37）　　 第９章　　公租公課（第67）
　第４節　「マリンランド」及び「海の動物園」　第10章　不可抗力（第68～第71）
　　　　　　　　　　　　　　（第38～第39）　 第11章　その他（第72～第80）
　第５節　「動物及び標本類」（第40～第41）　 別紙１～13
第４章　　維持管理及び運営
　第１節　総則（第42～第45）
　第２節　「水族館」、「マリンランド」及び

「海の動物園」（第46～第47）
　第３節　「体験学習施設」（第48～第51）



⑧　提案書の受付
　　 参加グループ（１グループ）については、提案書受付後に公表。

⑨　審査

⑩　優先交渉権者の決定
　　神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会が、参加１グループの事業提案書を事業者選定基
　準に従い審査し、本事業を適切に遂行できる妥当な提案と判断

　　県は、審査会の結果を基に優先交渉権者を決定、優先交渉権者決定の公表時に
　併せて審査会講評を公表

［優先交渉権者：オリックス・グループ］
　　　 構成企業：オリックス㈱（代表企業）、㈱日建設計、大成サービス㈱、大成設備㈱、
　　　　　　　　　　オリックス・リアルエステート㈱、㈱江ノ島水族館



⑪　基本協定書の締結（案文は提案募集要項に添付）
　　　　県と優先交渉権者（グループ構成企業）との間で締結
　　　　目的：事業契約の締結に向けて県と優先交渉権者双方の協力について定める。
　　　　内容：ａ 県と優先交渉権者は事業契約の議決を得て契約締結に至るよう最善の努力
　　　　　　　　　を行う。
　　　　　　　 ｂ 代表企業はＳＰＣの設立のため出資を行い、設立後もＳＰＣが事業契約を遵　
　　　　　　　　　守するよう株主の権利を行使する。
　　　　　　　 ｃ 県議会の議決が得られなかった場合、県と優先交渉権者相互に債権債務関
　　　　　　　　　係が生じないことを確認する。

⑫　覚書
　　　　県とＳＰＣの株主企業との間で締結
　　　　目的：ＳＰＣが事業を遂行するにあたって、それぞれが負うべき責務について定める。
　　　　内容：株主企業のＳＰＣに対する最低出資額、株主企業のＳＰＣに対する資金拠出義
　　　　　　　　務及び資金調達協力義務、株式の譲渡・担保設定等に対する一定の県の関　
　　　　　　　　与等



⑬　仮契約
　　　条件規定書に示した条件の明確化のための交渉を行い、優先交渉権者と事業契約締
　　結に向けての調整を実施

※　実施方針質問回答、提案募集要項、提案募集要項等に関する質問回答等も事業契
　　　約書の一部を構成

※　条件規定書で示された条件の追加・変更はできないことを前提とし、文言の明確化
　　　を協議

※　優先交渉権者はこの間においてＳＰＣ（事業予定者）を設立
県は、優先交渉権者との交渉・調整の完了後、ＳＰＣと仮契約を締結
［契約相手方］江の島ピーエフアイ㈱

⑭　客観的評価の公表
　 仮契約締結後に、優先交渉権者の提案に基づくＶＦＭ評価（特定事業の選

定に際して算定　　　したＰＳＣと事業予定者の提案額を特定事業の選定時の前
提条件により再計算して算出した　　　ＰＦＩ事業のＬＣＣ(ＰＦＩで実施した場合の公
共負担額)との比較による評価）を公表

　　　ＰＳＣ（リスク調整を含む）　　　2,175百万円
　　　ＰＦＩ事業のＬＣＣ　　　　　　　1,560百万円
　　　ＶＦＭ　　　　　　　　　　　　　 615百万円

⑮　ＰＦＩ契約の議決(平成14年２月県議会に提案・３月20日議決)



⑯　関係者協議会要綱覚書の締結（平成14年３月20日）
　　 関係者協議会：事業契約上県とＳＰＣ、ＳＰＣ株主等関係者の間の協議を行う機関
　　 覚書の内容：組織、協議方法、協議事項等について規定

⑰　直接協定（ダイレクト・アグリーメント）の締結（平成14年３月29日）
　　内容：事業の修復・継続を図るための融資金融機関から県への通知、協議、

　　　　　　 融資金融機関の担保権設定



７　 ＰＦＩの導入に当たっての課題等
次のような課題等について、いくつかの事業を積み上げていくなかで解決し、ＰＦＩ　

　手法の確立を図っていくことが必要である。

（１）　事業実施に当たっての課題
　　　ア　発注方式
　　　　　性能発注方式、一括発注方式の確立
　　　イ　入札方式
　　　　　総合評価一般競争入札方式の確立
　　　ウ　ＶＦＭの検証
　　　　　ライフサイクルコストによる事業コスト比較手法の検討、確立
　　　エ　落札者決定基準、提案の審査

個別具体の事業により異なる、民間の創意工夫を評価するための基準の設　
　　　　定とサービス水準の向上に関する定性的な提案の評価手法の確立

（２）　 職員意識の変革
　　　ア　公共施設について「所有」から「利用」への考え方の転換
　　　イ　施設の整備や行政サービス提供に当たり、早期に供用開始やサービス
　　　　 提供を開始すること、即ち「時間」をコストとする意識の醸成
　　　ウ　公共と民間との間での役割やリスクを分担する考え方の確立
　　



（３）制度上の課題
　ア　事業者の選定手法
　　　公募型プロポーザル方式の活用
　イ　規制緩和
　　　施設の所有権や許認可等についての各種規制措置の緩和
　ウ　会計処理
　　　ＰＦＩ事業のための会計処理の確立
　エ　税制上の措置
　　　ＰＦＩ事業と従来の公共事業との税制度上の格差に対する措置
　　　（いわゆる「イコールフッティング」）
　オ　金融上の措置
　　　日本政策投資銀行による無利子融資適用要件の確立
　　　（法改正は実現したが、融資比率や具体的取扱いは未定）

（４）その他の課題
　　ＰＦＩ事業に対する地元中小企業の参加が困難、県内企業の受注に影響が出る
　という意見あり
　　①　地元中小企業者の参加状況の検証
　　②　「地域密着型ＰＦＩ」の検討　



資料１

海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業実施方針（項目を抜粋）

①特定事業の選定に関する事項

　（１）事業内容に関する事項

　（２）特定事業の選定方式等に関する事項

②事業者の募集及び選定に関する事項

　（１）事業者の募集・選定方法に関する事項

　（２）選定の手順及びスケジュールに関する事項

　（３）募集手続等に関する事項

　（４）応募者の備えるべき参加資格要件に関する事項

　（５）審査及び選定に関する事項

　（６）審査結果及び評価の公表方法に関する事項

　（７）提案書類の取扱いに関する事項



③民間事業者の責任の明確化等事業の適性かつ確実な実施の確保に関

する事項

　（１）予想される責任及びリスクの分類・負担に関する事項

　（２）要求水準

　（３）体験学習施設に対する県の支払いに関する事項

　（４）事業者の責任の履行に関する事項

　（５）県による事業の実施状況の監視に関する事項

④施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

　（１）施設の立地条件に関する事項

　（２）土地の使用等に関する事項

⑤事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関

する事項



⑥事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

　（１）事業者に経営破綻の懸念が生じた場合等に関する事項

　（２）金融機関と県との協議に関する事項

⑦財政上及び金融上の支援に関する事項

　財政上の支援等（水族館建設費に対する支援、土地使用料の軽減）に関する事項

⑧その他特定事業の実施に関し必要な事項

　（１）議会の議決に関する事項

　（２）情報公開及び情報提供に関する事項

　（３）実施方針に関する問い合わせ先に関する事項



●ーーーー消費税の変更に関するもの

共

通

●●●

建物所有に係る新税又は税率の変
更（体験学習施設は県への所有権
移転前。）

●●●

法人税の変更に関するもの（上記以
外のもの）

●●●

法人税の変更に関するもの（法人の
利益に係るもの）

税制度リ
スク

●●●

許認可の遅延に関するもの

（事業者の申請手続きの不備等によ
るもの）

許認可リ
スク

●●●法制度の新設・変更に関するもの

法制度リ
スク

●●●ＰＦＩ契約の議決が得られない場合

政治・行
政リスク

制度関
連リスク

●●●●●●

選定事業者と契約が結べない、又は
契約手続に時間がかかる場合契約リスク

●●●

募集要項等の誤りに関するもの、内
容の変更に関するもの等募集要項リスク

事業者県事業者県事業者県

体験学習施設マリンランド・

海の動物園

水族館リスクの内容リスクの種類

予想されるリスクと責任分担表



▲●●●戦争、風水害、地震等

フォースマ
ジュールリ
スク

（不可抗力）

●●●

県の債務不履行、当該サービス
が不要となった場合等

公共の責
めによる
もの

●●●

事業者の事業放棄・破綻によるも
の、事業者が提供するサービスの
品質・利用しやすさが一定のレベ
ルを下回った場合等

民間事業
者の責め
によるも
の

デフォルト
リスク

（破綻）

●●●

有害物質の排出・漏洩、工事に伴
う環境への悪影響

環境問題
リスク

●●●

上記以外のもの（調査・工事及び
維持管理に対する住民反対運動・
訴訟・要望に関するもの等）

●●●

施設の設置・運営に対する住民反
対運動・訴訟・要望に関するもの、
環境安全協定に関するもの等住民対応

リスク社会リスク

事業者県事業者県事業者県

共

通

体験学習施設マリンランド・

海の動物園

水族館リスクの内容リスクの種類



●●●

必要な資金の確保に関するもの資金調達リ
スク

●●●

応募費用に関するもの応募リスク

●●

上記以外の要因による不備・変
更によるもの

●－－●

県の提示条件、指示の不備・変
更によるもの設計リスク

●－－●

事業者が実施した測量・調査に
関するもの

●－－●

県が実施した測量・調査に関す
るもの測量・調査

リスク

●－－●

事業者の発注による工事請負契
約の内容及びその変更に関する
もの等

発注者責
任リスク

計画・設計
リスク

事業者県事業者県事業者県

計
画
・

設
計
段
階

体験学習施設マリンランド・

海の動物園

水族館リスクの内容リスクの種類



●－－●

要求水準等の不適合（施工不良
を含む）

性能リス
ク

●－－●

上記以外の要因による工事費の
増大

建

設

段

階

●－－●

県の要求水準変更指示による工
事費の増大

工事費増
大リスク

●－－●

施工監理に関するもの施工監理
リスク

●－－●

工事が契約より遅延する、または
完工しない場合

工事遅延
リスク

●－－●

地中障害物に関するもの（上記以
外）

●－－●

地中障害物に関するもの（県が把
握し、事前に公表したもの）

●－－●

建設に要する資材置場の確保に
関するもの

●－－●

建設予定地の確保に関するもの用地リス
ク

建設リスク

事業者県事業者県事業者県

体験学習施設マリンランド・

海の動物園

水族館リスクの内容リスクの種類



－－－－●

設計・建設にかかる費用に対す
る県の支援の支払遅延・不能に
関するもの

支払遅延・不能リスク

●－－●

金利の変動金利リスク

●－－●

インフレ・デフレ物価リスク

●－－●

使用前に高じ目的物や材料他、
関連工事に関して生じた損害

施設損傷リ
スク

建設リスク

事業者県事業者県事業者県

建

設

段

階

体験学習施設マリンランド・

海の動物園

水族館リスクの内容リスクの種類



▲●●●

事故・火災等によるダメージ

●●●

劣化による場合施設損傷リ
スク

●●●

上記以外の要因による維持管理
費の増大（物価・金利変動による
ものは除く）

●●●

県の責めによる事業内容・用途の
変更等に起因する維持管理費の
増大

維持管理
コストリス
ク

●●●

要求水準等の不適合（施工不良
を含む）

性能リスク

●●●

上記以外の要因による事業内容・
用途の変更に関するもの

●●●

県の責めによる事業内容・用途の
変更に関するもの

計画変更リ
スク

維持管理
リスク

●－－－ー

県の割賦代金・サービス対価の支
払遅延・不能に関するもの

支払遅延・不能リスク

事業者県事業者県事業者県

運
営
管
理
段
階

体験学習施設マリンランド・

海の動物園

水族館リスクの内容リスクの種類



●●●

展示品・備品・図書等の盗難・
破損等

展示等リスク

－－●●

県立公園内の土地使用料金の
変更

土地使用料
金リスク

－－●●

利用料金変更の不承認利用料金リス
ク

－－●●

利用者の減少需要リスク運営リス
ク

●●●

金利の変動金利リスク

▲●●●

インフレ・デフレ物価リスク

●●●

修繕費が予想を上回った場合修繕費増大
リスク

維持管理
リスク

事業者県事業者県事業者県

運

営

管

理

段

階

体験学習施設マリンランド・

海の動物園

水族館リスクの内容リスクの種類

凡例：負担者　●主分担　▲従分担



資料２

ＶＦＭ評価のフロー

ＰＳＣ（県が直接実施する場合の県の支出額）の算出

ＰＦＩを導入した場合の県の支出額の算出

リスク調整は、
ＰＦＩ事業を実施することにより民間
事業者に移転されるリスクを評価
する
　県が直接実施した場合の県のリ
　スク及びＰＦＩで実施した場合の民
　間のリスクの全てを評価するので
　はなく、ＰＦＩを実施することにより、
　県から民間へ移転されるリスクを
　評価する

１．コスト算出（定量的評価）

２．リスク調整（定量的・定性的評価）

３．その他評価（定性的評価）

４．総合的評価（ＶＦＭの検討）



１．コスト算出

ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾗﾝに基づき、類似大学単価

を参考に積算

４％／年４％／年割引率

２９，２９５～２６，８１９百万円２９，５５２百万円現在価値（30年）

割賦料、維持管理料を算定サービスの対価

１％／年１％／年インフレ率

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者
の工夫が行われると考え、一定範囲の削減率をＰＳＣ
に乗じた

不動産賃貸業の実態を参考に積算修繕費

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者
の工夫が行われると考え、一定範囲の削減率をＰＳＣ
に乗じた

類似大学を参考に積算維持管理費

市中銀行借入（利率：10年平均）100％県債で調達（利率：10年平均）資金調達（利息等）

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者
の工夫が行われると考え、一定範囲の削減率をＰＳＣ
に乗じた

１８０億円設計・建設費等

県
立
保
健
福
祉
大
学

ＰＦＩで実施した場合の公共負担額Ｐ　　Ｓ　　Ｃ

差額：２５７～２，７３３百万円（Ａ）

（無利子融資を導入した場合：１，６８５～３，６１２百万円）

民
間
収
支
が
成
立
つ
こ
と



ＰＦＩで実施した場合の公共負担額Ｐ　　Ｓ　　Ｃ

１６，７９１百万円１７，８２３百万円現在価値（30年）

４％／年４％／年割引率

初年度のサービスの対価を算定サービスの対価

１％／年１％／年インフレ率

ﾏｰｹｯﾄ・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを実施し、その結果を基に、業務
ごとに削減率を算定のうえ積算

民間からの見積り、ﾋｱﾘﾝｸﾞ、現衛
生研究所の実績を基に積算

研究支援業務費

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者
の工夫が行われると考え、一定の削減率をＰＳＣに乗
じた

（社）建築・設備維持保全推進協会
の基礎データを基に積算

修繕費

ﾏｰｹｯﾄ・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを実施し、その結果を基に、業務
ごとに削減率を算定のうえ積算

民間からの見積り、ﾋｱﾘﾝｸﾞ、現衛
生研究所の実績を基に積算

維持管理費

銀行借入：日本政策投資銀行借入（過去１0年平均）

　　　　　　　市中銀行借入（過去10年平均）

７0％県債で調達（利率：10年平均）

30％を一般財源で調達

資金調達（利息等）

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者
の工夫が行われると考え、一定範囲の削減率をＰＳＣ
に乗じた

実施設計、民間からの見積り、ﾋｱﾘ
ﾝｸﾞに基づき積算

設計・建設費等

衛

生

研

究

所

差額：１，０３２百万円（ａ）

（無利子融資を導入した場合：２，４６１百万円）

民
間
収
支
が
成
立
つ
こ
と



８，０７０百万円

８，６１１百万円

８，７７８百万円

９，２２９百万円

現在価値（30年）

４％／年４％／年割引率

初年度のサービスの対価〈独立採算を含む〉を算定

初年度のサービスの対価〈独立採算を含まない〉を算定

サービスの対価

１％／年１％／年インフレ率

ＰＳＣと同額現美術館の実績等を基に積算県収入

ﾏｰｹｯﾄ・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを実施し、その結果を基に、業務ごと
に削減率を算定のうえ積算

民間からの見積り、ﾋｱﾘﾝｸﾞ、現美
術館の実績を基に積算

運営費

（情報ｼｽﾃﾑ運用）

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者の
工夫が行われると考え、一定の削減率をＰＳＣに乗じた

（財）建築保全ｾﾝﾀｰの基礎データ
を基に積算

修繕費

ﾏｰｹｯﾄ・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを実施し、その結果を基に、業務ごと
に削減率を算定のうえ積算

民間からの見積り、ﾋｱﾘﾝｸﾞ、現美
術館の実績を基に積算

維持管理費

銀行借入：日本政策投資銀行借入（過去１0年平均）

　　　　　　　市中銀行借入（過去10年平均）

７0％県債で調達（利率：10年平均）

30％を一般財源で調達

資金調達（利息等）

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者の
工夫が行われると考え、一定範囲の削減率をＰＳＣに乗
じた

実施設計、民間からの見積り、ﾋｱ
ﾘﾝｸﾞに基づき積算

設計・建設費等

近

代

美

術

館

新

館

ＰＦＩで実施した場合の公共負担額Ｐ　　Ｓ　　Ｃ

　　差額：７０８百万円〈独立採算を含む〉　　　　　（α）
　　　　　　６１８百万円〈独立採算を含まない〉

　　無利子融資を導入した場合：１，７１０百万円〈独立採算を含む〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６４７百万円〈独立採算を含まない〉　

民
間
収
支
が
成
立
つ
こ
と



１，６４４百万円２，１４６百万円現在価値(30年)

４％／年４％／年割引率

初年度のサービスの対価を算定サービスの対価

１％／年１％／年インフレ率

ﾏｰｹｯﾄ・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを実施した上で、独立採算施設との一
体的な維持管理による効率化や民間事業者の工夫が行
われると考え、削減率等を算定の上積算

類似施設の実績を基に施設の特
殊性を勘案して積算

運営費

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者の工
夫が行われると考え、一定の削減率をＰＳＣに乗じる

（社）建築・設備維持保全推進協
会の基礎データを基に積算

修繕費

ﾏｰｹｯﾄ・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを実施した上で、独立採算施設との一
体的な維持管理による効率化や民間事業者の工夫が行
われると考え、削減率等を算定の上積算

（財）経済調査会「建築施工単価」
を基に類似施設の実績等を勘案
して積算

維持管理費

銀行借入：日本政策投資銀行借入（過去１０年平均）

　　　　　　　市中銀行借入（過去１０年平均）

70％県債で調達（利率:10年平均）

30％を一般財源で調達

資金調達

（利息等）

性能発注及び一括発注による効率化や民間事業者の工
夫が行われると考え、一定の削減率をＰＳＣに乗じる

規模・構造等が類似する県立施
設の建築費を基に施設の特殊性
を勘案して積算

建設費等

ＰＦＩで実施した場合の公共負担額Ｐ Ｓ Ｃ

海

洋

総

合

文

化

ゾ

Ｉ

ン

民
間
収
支
が
成
立
つ
こ
と

差額：４８２百万円（Ⅰ）



※　　「ＰＦＩで実施した場合の公共負担額」は、ＰＦＩで実施した場合にかか
るコスト（建設費、維持管理費等＝民間事業者の支出）を算定した上
で、「プロジェクトファイナンスの融資となり得るような民間事業として
成立する」よう「サービスの対価（事業期間中における県からの支払
＝民間事業者の収入）」を算定する。

※　　海洋総合文化ゾーンの体験学習施設（サービス購入型）について
は他の３事業と同様、コスト比較を行っているが、独立採算型である
新水族館・海の動物園・マリンランドについては定性的評価のみ実施



２．リスク調整

［定性的評価］・県の責任で行っていた資金調達リスクを民間に転嫁

（γ）　　　　　　　・定量的に測れない維持管理業務に係るリスクを民間事業者に転嫁

［定性的評価］・県の責任で行っていた資金調達リスクを民間に転嫁

（ｃ）　　　　　　　・定量的に測れない研究支援業務に係るリスクを民間事業者に転嫁

［定性的評価］・県の責任で行っていた資金調達リスクを民間に転嫁（Ｃ）

工事遅延のリスクを民間に転嫁

事故・火災等によるリスクを民間に転嫁

修繕費が増大するリスクを民間に転嫁

展示品の移動の際のリスクを民間に転嫁

施設の瑕疵によるリスクを民間に転嫁

維持管理費が増大するリスクを民間に転嫁

所蔵中の美術品の盗難・破損のリスクを民間に転嫁

工事遅延のリスクを民間に転嫁

施設の瑕疵によるリスクを民間に転嫁

事故・火災等によるリスクを民間に転嫁

維持管理費が増大するリスクを民間に転嫁

修繕費が増大するリスクを民間に転嫁

研究支援業務に伴うリスクを民間に転嫁

従来金銭的保証のあった履行保証を役務的保証に転嫁

調査等の不足による設計変更のリスクを民間に転嫁

工事遅延のリスクを民間に転嫁

瑕疵担保期間を２年から１０年に延長

台風等による破損等の予測可能なリスクを民間に転嫁

３７４百万円

（β）

工事の遅延・未完工

施設の損傷

修繕費の増大

所蔵品移動リスク

施設瑕疵リスク

維持管理費の増大

美術品の盗難・破損

近
代
美
術
館

４１８百万円

（ｂ）

工事の遅延・未完工

施設の瑕疵

施設の損傷

維持管理費の増大

修繕費の増大

研究支援業務リスク

衛
生
研
究
所

２３３百万円

（Ｂ）

保険

調査測量の誤り

工事の遅延・未完工

施設の瑕疵

維持管理費の増大

県
立
大
学

ﾘｽｸ調整額リ　　ス　　ク　　項　　目



［定性的評価］・県の責任で行っていた資金調達リスクを民間に転嫁

　　　（Ⅲ）　　　・定量的に測れない維持管理に係るリスクを民間事業者に転嫁

２９百万円

（Ⅱ）

施設の瑕疵によるリスクを民間に転嫁

維持管理・運営費の増大のリスクを民間に転嫁

修繕費が増大するリスクを民間に転嫁

施設瑕疵リスク

維持管理費等の増大

修繕費の増大

海
洋
総
合
文
化
ゾ

Ｉ

ン

リスク調整額リ　　ス　　ク　　項　　目

※　リスク調整は、ＰＦＩ事業を実施することにより民間事業者に移転（転嫁）されるリスクを評価している。

　　したがって、県が直接実施した場合の県のリスク及びＰＦＩで実施した場合の民間事業者のリスクのすべてを

評価するのではなく、ＰＦＩを実施することにより県から民間事業者に移転（転嫁）されるリスクのみを評価している。



［水族館・マリンランド・海の動物園（３施設）をＰＦＩで実施する場合の評価］

・水族館と体験学習施設を一体的に設計・建設することにより、コストの削減が図れる

・３施設と体験学習施設の４施設を民間のノウハウを活用して一体的に維持管理・運営することにより、効率的・
機能的な維持管理・運営を行うことができる

・民間の企画力により、３施設と体験学習施設の４施設の機能を有機的に活用することにより、利用者のニーズ
に応じた新鮮で多様なプログラム等の企画・提供が可能となり、利用者に提供するサービス水準の向上を図れる

・３施設と体験学習施設の４施設の事業方式を明確にすることにより、事業リスクを県と民間事業者との間で適
切に分担することが可能となり、事業を円滑に進めることができる

・マリンランド等の集客力のある既存施設を合わせて運営することにより、事業の安定化と多様なサービスの提
供を図れる

・水族館の建設費の一部に対して財政支援を行うことで、３施設の独立採算による事業運営が可能となり、民間
事業者による継続的なサービス提供が可能となる

［体験学習施設をＰＦＩ事業で実施する場合の評価］

・運営に民間事業者が有する専門的な知識やノウハウを活用することにより、利用者のニーズに対応した良質で
多様なサービスを柔軟に提供することができる

・設計、建設、維持管理及び運営業務を民間事業者に一括して委託することで施設等の効率的・機能的な維持
管理・運営を行うことができる

・工期の遅延リスクを民間事業者に移転（転嫁）することにより、供用の早期化を図れる

海
洋
総
合
文
化
ゾ

Ｉ

ン

Ⅳ

・建設、維持管理、美術館支援及び備品等整備関係の業務を民間事業者が一括して請負うことにより、効率的で
機能的な施設運営が期待できる

・毎年、均等額の支払を行うことにより、財政支出の平準化が図れる

近
美
δ

・建設及び維持管理を民間事業者が一括して請負うことにより、効率的で機能的な施設運営を期待できる

・毎年、均等額の支払を行うことにより、財政支出の平準化が図れる

衛
研
ｄ

・工期の遅延リスクを民間に転嫁することにより供用の早期化が図れる

・設計、建設及び維持管理を民間事業者が一括して請負うことにより、効率的で機能的な施設運営を期待できる

大
学
Ｄ

評　　　　価　　　　項　　　　目

３．その他評価（定性的評価）



・定量的評価（Ⅰ）＋（Ⅱ）：５１１百万円（体験学習施設）

・定性的評価（Ⅲ）＋（Ⅳ）

海
洋
総
合

・定量的評価（α）＋（β）：１，０８２百万円〈独立採算を含む〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９２百万円〈独立採算を含まない〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　無利子を導入した場合：２，０８４百万円〈独立採算を含む〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０２１百万円〈独立採算を含まない〉　

・定性的評価（γ）＋（δ）

近
美

・定量的評価（ａ）＋（ｂ）：１，４５０百万円

　　　　　　　　　　　　　　　（無利子を導入した場合：２，８７９百万円）

・定性的評価（ｃ）＋（ｄ）

衛
研

・定量的評価（Ａ）＋（Ｂ）：４９０～２，９６６百万円

　　　　　　　　　　　　　　　（無利子を導入した場合：１，９１８～３，８４５百万円）

・定性的評価（Ｃ）＋（Ｄ）

大
学

評　　　　価　　　　項　　　　目

４．総合的評価


